
４
・
５
月
の
相
談
日

一
人
で
悩
ま
な
い
で
！

な
ん
で
も
お
気
軽
に

　
　
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

秘
密
厳
守

精
神
科
医
師
に
よ
る

　
　
　
　
　
心
の
健
康
相
談

◆
日
時
・
会
場

　

４
月
27
日（
火
）下
呂
総
合
庁
舎

　

５
月
25
日（
火
）下
呂
保
健
セ
ン
タ
ー

　

※

時
間
は
、14
時
30
分
〜
16
時
で
す
。

◆
対
象
者

　

主
治
医
の
い
な
い
人

【
問
合・予
約
先
】

　
飛
騨
保
健
所　

　
☎
０
５
７
７・３
３・１
１
１
１（
内
線
３
１
２
）

（
無
料
・
要
電
話
予
約
）
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ごみ収集スケジュール

※萩原地域の可燃ごみ収集区域：北部（宮田・大ヶ洞・奥田洞・上呂・山之口・尾﨑・四美・野上・羽根）、南部（桜洞・萩原・上村・花池・中呂・古関・跡津・西上田）
※小坂地域のごみ収集区域：Ａ地区（門坂・岩崎・無数原・大垣内・大島・坂下）、Ｂ地区（小坂町・長瀬・赤沼田・落合・湯屋・大洞）
※臨時受付日は通常受付日と同じ時間で受付します。
　下呂市クリーンセンター（8：30～12：00・13：00～16：00）、北部リサイクルセンター（9：00～11：30）、南部リサイクルセンター（13：30～15：30）

ご み の 収 集

下呂 萩原
小坂 馬瀬

クリーンセンター
北部リサイクル
センター

南部
リサイクル
センターペットボトル 不燃・粗大

ペットボトル
粗大

ペットボトル

金山

可燃可燃 可燃 不燃

ごみの持ち込み

4
　
月

5
　
月

不燃・粗大

29日
（木）

30日
（金）

1日
（土）

2日
（日）

3日
（月）

4日
（火）

5日
（水）

6日
（木）

7日
（金）

湯之島・幸田・小川
大林・少ケ野
三原・上原

東上田・森
竹原・中原

湯之島・幸田・小川
大林・少ケ野
三原・上原

東上田・森
竹原・中原

湯之島・幸田・小川
大林・少ケ野
三原・上原

東上田・森
竹原・中原

― ―

―

南部

北部

南部

北部

南部

北部

―

―

―

―

―

湯之島
少ケ野
三原

―

上原

東上田
幸田

休み

休み

休み

―

―

宮田・大ヶ洞
奥田洞
上呂・四美

―

羽根

山之口
尾﨑・野上

休み

休み

休み

休み 休み

休み

休み

休み

可燃

休み

休み

可燃

AB
地区の
可燃

休み

休み

休み

AB
地区の
可燃

休み

濁河の
可燃

AB
地区の
可燃

菅田・東 ― ― 休み

通常受付
（下記参照）

休み

休み

臨時受付
（下記参照）

休み

休み

通常受付
（下記参照）

通常受付
（下記参照）

可燃金山
下原 ― ―

菅田・東 ― ―

金山
下原 ― ―

菅田・東 ― ―

金山
下原 ― 東

休み

休み

休み

環境課
☎26-5011（直通）

※

時
間
は
ど
の
相
談
も
13
時
〜
16
時
で
す
。

※

日
程
・
会
場
変
更
及
び
中
止
等
が
あ
り

　

ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
よ
ろ
ず
相
談

●
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談

（
無
料
・
予
約
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
）

（
無
料
・
要
電
話
予
約
）

５
月
11
日（
火
）

　
　
　
　

小
坂
健
康
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

５
月
６
日（
木
）下
呂
福
祉
会
館

４
月
21
日（
水
）社
協
本
部（
萩
原
町
）

５
月
12
日（
水
）金
山
振
興
事
務
所

５
月
26
日（
水
）社
協
本
部（
萩
原
町
）

【
問
合・予
約
先
】

　
生
活
サ
ポ
ー
ト
相
談
セ
ン
タ
ー
す
ま
い
る
げ
ろ

　
☎
２
３・０
７
８
３（
ゼ
ロ
な
や
み
）

●
弁
護
士
に
よ
る
高
齢
者

　
障
が
い
者
の
た
め
の
法
律
相
談

　
　
　

   

前
日
ま
で
に
要
電
話
予
約
・

　
　
　

   

一
定
の
基
準
を
満
た
す
人
は
無
料

）

）
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下呂市事業者一時支援金事業のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した市内の事業者のうち、
次の支給対象者に該当する事業者に一時支援金を給付します。

市では、新規学卒者などの若年者
が市内の事業所に就職すること
を支援するため、市内の事業所に
初めて就職した人に奨励金を交
付した事業者に対して、その費用
の一部を補助する制度を新設し
ました。

空き家などの
適正な管理のお願い

全国的に空き家が増加しています。市内に
おいても、管理不全な状態にある空き家が
増加しています。空き家が放置されて、管
理不全な状態になると、建物の倒壊、不審
者の侵入による火災や犯罪が発生する恐
れがあります。空き家などの適正管理にご
協力をお願いします。

　所有者・管理者の責務
空き家などは、あくまで所有者（または管
理者）の財産であり、管理不全な状態にな
らないよう自らの責任において適正な管
理を行うとともに、敷地内にある資材およ
び堆積物などについても、適切に管理しな
ければなりません。
管理不全な状態で放置された結果、事故が
発生し、他人に危害を与えた場合は、空き
家などの所有者（または管理者）が責任を
負わなければなりません。

　市が実施できる措置
市は、管理不全な状態と思われる空き家な
どがあると認められ、市民の身体、財産に
危害を及ぼす恐れがあるときは、必要に応
じて実態調査、指導、勧告、命令などを行う
ことができます。

　情報提供のお願い
管理不全な状態と思われる空き家などが
ありましたら、情報提供をお願いします。

【問合先】 建設総務課
　　　　 ☎53-2010（内線114・116）

毎
月
28
日
は「
下
呂
市
防
災
点
検
の
日
」で
す

日
頃
の
備
え
が
、災
害
発
生
時
に
は
、あ
な
た
の
助
け
と
な
り
ま
す
。

で
き
る
こ
と
か
ら
災
害
へ
の
備
え
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

防
災
を「
他
人
事
」と
せ
ず
、「
我
が
事
」化
し
ま
し
ょ
う
。

危
機
管
理
課　

☎
２
４
・
２
２
２
２（
内
線
２
７
１
）

【支給対象者】
事業所などが市内にある中小法人等お
よび令和３年度において下呂市に住民
税・固定資産税などの課税権のある個人
事業者等で、事業継続の意思を示す事業
者のうち、
①国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る
　一時支援金」を受給しておらず、今後
　も国の一時支援金を受給しない事業
　者で令和３年１～３月のいずれかの
　月の売上が前年（または前々年）同月
　比15％以上減少している事業者
②国の一時支援金を受給した事業者

【給 付 額】
算定した金額と上限額のどちらか低い額
（算定方法）
2019年（または2020年）１～３月までの売上合計
－2021年対象月の売上×３
※確定申告書類などにより算定方法は異なります。
（上限額）
①の法人は上限45万円、個人事業者は上限25万円
②の法人は上限30万円、個人事業者は上限15万円
【申込期間】 令和３年４月12日～令和３年８月31日

【問 合 先】 商工課  ☎ 24-2222（内線163）

【対象者／補助上限額】
①高等学校、大学などの学校を令和2年度以降に卒 
　業し、卒業後1年以内に市内事業所に初めて就労
　をした満25歳未満の人／上限10万円
②市内事業所に①以外で初めて就労した満30歳
　未満の人／上限3万円

【注意事項】
交付の対象となる若年者は、市内の勤務地に300日
以上継続して就業すること

【問 合 先】 商工課  ☎24-2222（内線162）

【申請期間】 若年者が就職してから180日以内


